
コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE CanBas Co.,Ltd.

最終更新日：2025年9月29日
キャンバス

代表取締役社長 河邊 拓己

問合せ先：取締役最高財務責任者　加登住 眞

証券コード：4575

https://www.canbas.co.jp

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社はコーポレート・ガバナンスに関する体制の強化を経営の最重要課題の一つとしています。

経営の意思決定において、その合理性、迅速性を追求する一方で、透明性、公正性を保つためコーポレート・ガバナンスの健全な体制を維持する
ことを、基本方針としています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

楽天証券株式会社 437,200 2.21

株式会社SBI証券 234,244 1.18

マネックス証券株式会社 179,310 0.91

西村彰 170,000 0.86

株式会社三星住発 125,000 0.63

日本証券金融株式会社 116,400 0.59

株式会社SBIネオトレード証券 111,900 0.56

SMBC日興証券株式会社 101,200 0.51

河邊拓己 84,000 0.42

安井弘高 80,400 0.40

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 グロース



決算期 6 月

業種 医薬品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

白川 彰朗 他の会社の出身者

古田 利雄 他の会社の出身者

小宮山 靖行 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者



f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

白川 彰朗 ○ ○ ―――

ベンチャー投資会社やベンチャー企業での経
験に基づく広範な経理・財務関係、証券関係、
法務関係の知識を当社の監査体制の強化に
活かしていただくため、同氏を社外取締役に選
任しています。

また、経営陣との間で利害関係を有する立場
になく、独立性は高いと考えられるため、一般
株主の利益保護の役割を十分に果たすことが
できると判断し、独立役員に指定しています。

古田 利雄 ○ ○ 弁護士法人クレア法律事務所 代表

取締役として会社経営をされた経験のほか、社
外役員として多数のベンチャー企業の経営に
関与した経験、弁護士としての専門知識、経験
等を当社の監査体制の強化に活かしていただ
くため、同氏を社外取締役に選任しています。

また、経営陣との間で利害関係を有する立場
になく、独立性は高いと考えられるため、一般
株主の利益保護の役割を十分に果たすことが
できると判断し、独立役員に指定しています。

小宮山 靖行 ○ ○ 社会保険労務士法人みくりや社中 代表

過去に社外役員以外の方法で会社経営に関
与された経験はありませんが、社会保険労務
士としての専門知識、経験、社外役員として多
数の中堅企業の経営に関与した経験等を当社
の監査体制の強化に生かしていただくため、同
氏を社外取締役に選任しています。

また、経営陣との間で利害関係を有する立場
になく、独立性は高いと考えられるため、一般
株主の利益保護の役割を十分に果たすことが
できると判断し、独立役員に指定しています。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 3 0 0 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

現在のところ、監査等委員の判断により、当社の規模に鑑み、監査等委員の職務を補助すべき独立した使用人を設置しておりませんが、監査等
委員が当該使用人の設置を求めたときは遅滞なく、監査等委員の業務補助のため補助使用人を置くこととしています。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況



監査等委員会は、会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの間で、随時、監査方針や監査実施状況に関する協議・連携の機会を設けてい
ます。また、内部監査担当者との間で、日常的に協議・連携を行っております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

取締役の経営参画意識を高揚し、業績向上に対する意欲や士気を高めるため、ストックオプション及び譲渡制限付株式を付与することがありま
す。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社外取締役、従業員

該当項目に関する補足説明

経営参画意識を高揚し、業績向上に対する意欲や士気を高めるため、ストックオプションを付与しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

2025年6月期における取締役の報酬等の内容は以下のとおりです。

取締役（監査等委員である取締役を除くを除く）4名に対する年間報酬総額は57,693千円であり、その種類別の内訳は、固定報酬57,693千円です。

社外取締役3名に対する年間報酬総額は18,744千円であり、その種類別の内訳は、固定報酬18,744千円です。

また、上記報酬のほか、取締役2名に対し、その兼務している使用人分の給与として総額13,146千円を支払っております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり



報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の報酬については、株主総会の承認を得た報酬総額の範囲内で、各取締役の役位、職責、在任年数等に応じ、当社の業績及び財務の推
移も併せ総合的に勘案し、世間一般の役員報酬水準及び当社従業員給与水準とのバランス等を考慮して、定時株主総会終結後最初の取締役会
で決定しております。

株主総会決議による取締役報酬限度額は、金銭による報酬ならびにストックオプション等の金銭でない報酬とを合わせて、取締役（監査等委員で
ある取締役を除く）については年額120,000千円以内、監査等委員である取締役については年額45,000千円以内です。

なお、2023年9月26日開催の第24回定時株主総会決議において対象取締役に対して譲渡制限付株式を付与する非金銭報酬制度の導入を承認し
ています。

同株主総会において決議された年間報酬総額は、取締役（監査等委員を除く。）については、上記の(i)の報酬額の範囲内で年額60百万円以内、
監査等委員である取締役については、上記(ii)の報酬額の範囲内で年額22百万円以内と決議しています。また、譲渡制限付株式の年間総割当数
は、取締役（監査等委員を除く。）については年50,000株以内、監査等委員である取締役については年18,000株以内と決議しています。当該株主
総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）は4名、監査等委員である取締役の員数は3名です。

【社外取締役のサポート体制】

必要に応じて電子メール等を利用した事前説明や情報提供を行い、意思決定をサポートしています。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

コーポレート・ガバナンスに関する現状の体制は以下の通りです。

■取締役会

毎月1回定期的に開催される取締役会ならびに必要に応じて随時機動的に開催される臨時取締役会において、監査等委員以外の業務執行に関
する監督および監視と、当社の経営にかかる重要事項に関し公正な意思決定を行っています。

■監査等委員会

監査等委員会は、監査等委員である取締役3名（うち社外取締役3名）で構成され、定時監査等委員会を毎月1回、また必要に応じて随時臨時監査
等委員会を開催します。

監査等委員は取締役会には常に出席するほか、取締役会以外に重要な会議に出席し、決裁書類の閲覧等を随時行い、全部署の業務の計画的
な監査を実施しています。

さらに、必要に応じて適宜監査等委員間の意見交換、協議および決議を行っています。

■内部監査

当社は、組織規程、稟議規程等の諸規程を整備し、内部統制や責任体制を明確化するとともに、内部監査により内部牽制の働く組織的な業務運
営を行う体制を構築しています。内部監査は、独立した経営企画室を主管部署として、業務の適正な運営、改善、能率の増進を図ると共に、財産
の保全と不正過誤の予防に資することを目的として、内部統制システムの有効性の検証をしています。

■会計監査

当社は現在、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、同法人による会社法に基づく監査及び金融商品取引法に基づく監査を受けていま
す。当社は監査の結果として監査法人より是正勧告や改善提案等の指摘を受け、これら指摘事項に関する是正改善を必要に応じて実施していま
す。また監査法人は内部監査結果を踏まえ、監査等委員会と適宜情報交換を行っています。

2025年6月期において業務を執行した公認会計士の氏名及び業務に係る補助者の構成は次のとおりです。継続監査年数に関しては、全員が7年
以内のため記載を省略しています。

イ）業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員 業務執行社員：石黒宏和

指定有限責任社員 業務執行社員：望月邦彦

ロ）業務に係る補助者の構成

公認会計士4名、その他3名

■指名、報酬等の決定

当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めています。取締役の報酬額は、株主総会で報酬の総額を決定し、取締役会でそ
の配分を決定しています。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

監査等委員である社外取締役3名による経営活動に対する監査・監督機能を強化することで、経営における効率性の向上と、健全性・透明性の確
保というコーポレート・ガバナンスの目的を充実できると考えています。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
当社は、株主総会の議案に対する十分な検討の機会を確保していただけるよう、株主総
会招集通知の早期発送に努め、さらに、発送に先駆けて当社ホームページに公表してお
ります。

集中日を回避した株主総会の設定

当社は、6月決算・9月定時総会となるため他社の株主総会が集中する時期とは重ならな
い利点を活かし、より多くの株主に出席していただけるよう、開催場所につきましては、当
社本社の所在する静岡県沼津市の近隣地域に限らず、株主の利便性を考慮して柔軟に
選定する計画であります。

電磁的方法による議決権の行使
当社は、より多くの株主に議決権を行使していただけるよう、電磁的方法による議決権の
行使を採用しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社のホームページにて公表しています。

個人投資家向けに定期的説明会を開催 9月下旬の定時株主総会に引き続いて開催しています。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

第2四半期決算及び年度決算の決算説明会をそれぞれ2月及び8月に開催し
ています。

あり

IR資料のホームページ掲載
当社のホームページ内に構築したＩＲ専門サイトの活用のほか、ページトップに
最新の会社プレゼンテーション資料を掲載し、株主や投資家の皆様に対して積
極的なディスクロージャーを実施しています。

IRに関する部署（担当者）の設置

IR活動に向けた体制は、次のとおりです。

IR統括責任者 代表取締役社長 河邊 拓己

IR活動推進責任者 取締役最高財務責任者 加登住 眞

担当部署 経営企画室

その他

代表取締役社長および取締役最高財務責任者によるブログを当社のホーム
ページ内で連載（不定期）し、またSNS（X：旧ツイッター）を活用した、定型にと
らわれない、親しみやすく理解しやすい情報開示と投資家リレーションに努め
ています。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

実施していません。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

■内部統制システムについての基本的な考え方及び整備状況

当社は、「倫理綱領・行動規範」の中で、「より良い抗癌剤を一日も早く患者さんにお届けすること」を事業目標とし、その実現のため、「フェアである
こと」及び「科学的・倫理的・経済的に正しい道を最短の距離・時間で進むこと」を企業理念として定めております。

同理念の実現のためには、経営の効率性を追求するとともに、事業活動から生じる様々なリスクのマネジメント、すなわちコーポレート・ガバナンス
の継続的な整備・運用・改善が不可欠であります。

以上の基本認識の下、当社では「内部統制に係る基本方針」を定め、以下に掲げる諸施策の継続的な実施を推進しております。

(1) 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制



当社は、取締役会を毎月１回以上開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行う。

また、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスの体制・仕組みづくりとコンプライアンス意識の啓発活動を行い、必要に応じて社長に対
する助言を行うとともに、平素の業務執行全般にわたるコンプライアンス意識を高めるべく、役職員に対し教育等を実施する。

さらに、取締役による法令等に抵触しもしくはその疑いのある職務執行についての相談、通報等に関しコンプライアンス相談窓口制度を適切に運
用し、不正行為等の早期発見とその是正を図る。

なお、会計監査人および監査等委員による監査と別に、内部監査規程に基づき監査を実施する。

(2) 取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制

当社は、法令および文書管理規程に基づき、文書等の保存を行う。

また、情報の管理については情報システム管理規程および運用実施要領、個人情報保護については必要に応じガイドライン等を定め、適切に対
応する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、平時から全社横断的な情報交換と各部門の有するリスクの洗い出しを実施してリスクの軽減に取り組むとともに、有事においては危機管
理規程に基づき、社長を本部長とする対策本部を設置して危機管理にあたる。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、取締役会を毎月１回以上開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行う。

また、業務の運営については、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画および各年度予算を立案し、全社的な目標を設定するとともに、各部門
においてはその目標達成に向け具体策を立案し実行する。

なお、これら職務執行の適正性・効率性については、内部監査規程に基づき監査を実施する。

(5) 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社は、使用人がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう、教育の機会や日常のミーティング等を通じ
て指導する。

また、使用人による法令等に抵触しもしくはその疑いのある職務執行についての相談、通報等に関しコンプライアンス相談窓口制度を適切に運用
し、不正行為等の早期発見とその是正を図る。なお、これら職務執行の適正性・効率性については、内部監査規程に基づき監査を実施する。

(6) 会社の属する企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は特定の企業集団に属しておらず、また当社の子会社・関係会社も存在しないため、当該体制は特に有していない。

(7) 監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に

関する事項並びに当該使用人に対する監査等委員の指示の実効性の確保に関する事項

当社では、監査等委員の判断により、当社の規模に鑑み、監査等委員の職務を補助すべき独立した使用人を設置していないが、監査等委員が当
該使用人の設置を求めたときは遅滞なく、監査等委員の業務補助のため補助使用人を置く。

専任でない補助使用人が監査等委員補助職務を担う場合には、監査等委員の当該補助使用人に対する指揮命令に関しては取締役以下当該補
助使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けず、監査等委員に係る業務に優先して従事する。また、当該補助使用人の人事処分には監査
等委員の同意を必要とする。

(8) 取締役および使用人が監査等委員に報告をするための体制その他の監査等委員への報告に関する体制、当社の監査等委員へ報告をした者

が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制、監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務
の処理に係る方針に関する事項その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査等委員に報告する。

また、監査等委員は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席するとともに、主要な
稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求める。

なお、監査等委員は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツから会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換など連
携を図ることによって、監査等委員による監査の実効性を確保する。

当社は、内部通報制度を通じた通報を含め、監査等委員に報告した者に対し、当該通報・報告をしたことを理由として解雇その他の不利な取扱い
を行わないこととし、これを取締役及び使用人に周知徹底する。

当社は、監査等委員からその職務の執行について生ずる費用等の請求があった場合には、当該費用等が監査等委員の職務の執行に必要でな
いと認められた場合を除き、速やかにこれに応じる。

(9) 財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告の信頼性を確保し、金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、関連諸規程を整備し、内部統制システ
ムを構築する。

内部統制システムの機能の適正性を継続的に評価し、必要に応じて是正することによって、金融商品取引法および関連法令等への適合性を確保
する。

(10) 反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況

「キャンバス行動規範」に基づき、市民社会の秩序・安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たないことを基本方針とし、反社会的
勢力からの不当要求や働きかけに対しては、毅然と対応することによって、反社会的勢力を排除する。

この基本方針と対応方針を徹底するために、反社会的勢力に対応する主管部署を管理部に定めるとともに、不当要求や働きかけがあったときは
反社会的勢力対応要領に基づき直ちに統括部署に報告し組織的に対応する。

(11) この基本方針および規程等の見直しについて

当社は、今後この基本方針および規程等を常に見直し、必要に応じ改正することによって、事業内容の拡充や周辺環境の変化に対応する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

■反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は市民社会の秩序・安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たないことを基本方針としております。

■反社会的勢力排除に向けた整備状況



当社では反社会的勢力に対応する主管部署を管理部に定めるとともに、不当要求や働きかけがあったときは反社会的勢力対応要領に基づき直
ちに統括部署に報告し組織的に対応することとしております。また、総会屋・暴力団等の反社会的勢力との関係絶縁、及び反社会的勢力からの不
当な要求や金銭的な利益の圧力に対して断固拒絶する旨、役職員全員に対して周知徹底を図っております。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりです。

(1) 適時開示に関する基本方針

当社企業理念は、「フェアであること」、「科学的・倫理的・経済的に正しい道を最短の距離・時間で進むこと」であります。

この企業理念のもと、適時開示に関しては、当社倫理綱領、当社行動規範において、以下のとおり定めております。

＜当社倫理綱領(3)＞

株主のみならず広く社会に対し、企業情報を適正に開示し、経営の透明性を高めます

＜当社行動規範(3)＞

・ 株主・投資家に対する行動規範

経営情報の適時適切な開示 私たちは、会社の財務内容や経営状況及び企業活動全般について正しい理解を得られるよう、株主、投資家等に対

し適時適切な情報開示に努めます。

当社は、適時開示を含むIR活動では、当社の属する創薬領域において特に情報の開示と投資家の皆様とのコミュニケーションが重要であることを
認識しており、第2四半期決算及び年度決算終了後の決算説明会を定期的に開催することに加え、個人投資家向け説明会の開催や機関投資家
への訪問、証券アナリストとのミーティング等を行っております。さらに、当社のホームページ内にIR専門サイトを開設し、株主や投資家の皆様に対
する積極的なディスクロージャーを実施しています。

(2) 適時開示にかかる社内体制

・ 重要事実の把握

当社では、取締役管理部長が情報取扱責任者、各部署長が情報取扱担当者（各部署における重要事実を管理する者）を務めており、取締役及び
従業員が未公表の重要事実または重要事実に該当する可能性のある情報を知ったときは、ただちに所属する部の情報取扱担当者ならびに情報
取扱責任者に報告することで、社内の重要事実を網羅的に把握できる体制を整備しています。

・ 適時開示の手続き

当社では、取締役最高財務責任者兼経営企画室長が適時開示責任者を務めており、上記のプロセス等に基づき把握した、各部署で発生した重
要事実または重要事実に該当する可能性がある情報について、重要事実もしくは適時開示すべき情報への該当を関係者と検討したうえで、開示
担当である管理部財務・IR担当に開示資料の作成を指示し、代表取締役への報告もしくは取締役会承認を経たうえで、開示を行うこととしていま
す。

(3) 適時開示体制の監視体制

監査等委員は、取締役会には常に出席するほか、取締役会以外に重要な会議に出席し、決裁書類の閲覧等を随時行っています。

これにより適切な情報の把握、監視を行い、適時開示体制に関する監査も実施しています。




